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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

令和７（202５）年５月14日
大阪府福祉部高齢介護室
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1.大阪府における支援



■介護テクノロジー導入状況について

介護ロボット ICT

施設 47.6％ 71.3％

事業所（※1） 6.7％ 62.7％
（回答数：2,434事業所）

（※1）居宅系サービスと居宅介護支援事業所を含む

介護ロボット・ＩＣＴの導入状況について、府内介護事業所等に対し府独自でアンケート調査を行ったところ、
50％程で導入が進んでいる結果であった。

●ICT（介護ソフト等や、タブレット端末）は介護ロボットと比較すると導入は進んでいると考えられる。

●実際に介護ソフトを導入していても、活用などの業務改善にまで手が回らないといった課題がある。

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金1.大阪府における支援

令和７年度も実施中です。
次のスライドのQRコード、URLから
ご回答に御協力をお願いいたします。

（１）介護テクノロジー導入支援事業補助金を交付しています

R6（財源：国経済対策） R7（財源：国経済対策）

予算〔千円〕 1,364,288 1,380,425

導入状況アンケートや、昨年の事前エントリーの状況から、府内の介護テクノロジーの需要は高く、昨年度と同水準での予算を確保。
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金1.大阪府における支援
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【大阪府介護テクノロジー導入状況（ニーズ）調査】

https://lgpos.task-
asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/b1f51d6e-
6e70-4cba-b454-76af2a2d9e40/start

府内の事業所等における介護テクノロジーの導入状況（ニーズ）等の実態を把握するため、
アンケートを実施いたします。
本アンケートは、令和８年度以降の補助事業実施にあたり、重要な参考資料となりますので、
何卒、御協力いただきますようお願いいたします。
回答については、以下QRコード及びURLより、アンケートのご回答に御協力ください。

【QRコード】 【アンケートURL】

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/b1f51d6e-6e70-4cba-b454-76af2a2d9e40/start


大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

（2）大阪府介護生産性向上支援センターでの支援

大阪府介護生産性向上支援センターURL
所在地：大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F

（ATCエイジレスセンター内）
開設時間：午前10時から午後５時まで

（休館：月曜日・日曜日・年末年始）
問合せ：電話 06-6615-5201 メール seisan@ageless.gr.jp

介護現場の業務改善、効率化を進め、働きやすい職場づくりを支援するため、
ワンストップ窓口として令和6年6月5日に開設

●介護テクノロジーや介護現場の業務改善等に関する相談

●介護テクノロジーの体験展示・試用貸出

●介護テクノロジーの導入・活用に関するセミナーの実施

●働きやすい職場づくり伴走支援プログラム

1.大阪府における支援
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https://www.ageless.gr.jp/seisan/
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2.補助金について（令和７年５月14日時点）
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補助金内容

補助対象者：介護保険法に基づくサービスを提供する⼤阪府内のサービス事業所
⽼⼈福祉法に基づく⼤阪府内の養護⽼⼈ホーム及び軽費⽼⼈ホーム

補助率：導入費の３/４

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：
（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

ア 経済産業省と厚⽣労働省が定める「介護テクノロジー利⽤の重点分野」に該当する機器等
イ その他、介護サービスの質の向上につながると⼤阪府知事が判断した機器等

（２）介護テクノロジーのパッケージ型導⼊⽀援
（３）導⼊⽀援と⼀体的に⾏う業務改善⽀援

2.補助金について
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

移乗支援（装着）

移動支援（装着）

入浴支援

介護業務支援

移乗支援（非装着）

排泄支援（予測・検知）

見守り・コミュニケーション
（見守り（施設））

機能訓練支援

移動支援（屋外）

排泄支援（排泄物処理）

見守り・コミュニケーション
（見守り（在宅））

食事・栄養管理支援

移動支援（屋内）

排泄支援（動作支援）

見守り・コミュニケーション
（コミュニケーション）

認知症生活支援・認知症ケア支援

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

ア 経済産業省と厚⽣労働省が定める「介護テクノロジー利⽤の重点分野」に該当する機器等

【補助対象経費】

2.補助金について

<介護テクノロジー利⽤の重点分野について（URL） >

新分野

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001268136.pdf


「ア 経済産業省と厚⽣労働省が定める「介護テクノロジー利⽤の重点分野」に該当する機器等」の探し方

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

※その他、TAISに未掲載の介護テクノロジーについては、大阪府の判断により、補助対象となる可能性があります。

福祉用具情報システム（TAIS）で「介護テクノロジー」として選定された機器（TAIS（福祉用具情報システム）URL）

2.補助金について

8

https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php#search


補助対象の介護ソフトの確認方法①

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

未掲載の介護ソフトについては、大阪府にご相談ください。

介護記録ソフト機能調査結果に掲載（厚生労働省HP_URL）

2.補助金について
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https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html


補助対象の介護ソフトの確認方法②

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

ケアプランデータ連携標準仕様ベンダー試験結果に掲載（ケアプランデータ連携システム_URL）

未掲載の介護ソフトについては、大阪府にご相談ください。

2.補助金について
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https://www.careplan-renkei-support.jp/message/index.html
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

【補助対象経費】

イ その他、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、
介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、
介護サービスの質の向上につながると⼤阪府知事が判断した機器等（以下、「その他機器等」という。）

・移乗や移動を⽀援する機器であり重点分野に該当しない機器（床⾛⾏式リフト等）
・介護施設等における調理⽀援などの職員の負担を軽減する機器（⼀括で調理⽀援を⾏う機器、
加熱・冷蔵機能等を備えた配膳⾞や配膳ロボット等）
・⽣産性向上に資する福祉⽤具（例えば訪問介護事業所で使⽤するスライディングボード等）
・職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケーションを
図るための機器（インカム等）
・バックオフィスソフト（電⼦サインシステム、給与、勤怠管理等）
・バイタル測定が可能なウェアラブル端末 等

2.補助金について

インカムについては、昨年度は、
「見守り機器導入に伴う通信環境整備」
として補助対象でしたが、令和７年度では、
「その他機器等」として対象となります。
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【補助額】対象経費の実支出額に対し、４分の３を乗じた額で算出した額と
以下表に記載している上限額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

対象経費の種類 上限額

・移乗支援（装着型、非装着型）
・入浴支援
・その他機器等

100万円/機器1台

・「介護業務支援」に該当する介護ソフト

職員数に応じて必要なライセンス数が変動
するなど、職員数により合計金額が変動
する契約以外の場合は、
一律で上限額が250万円/事業所となります。

職員数（※１） 上限額（※２）

１名以上10名以下 100万円/事業所

11名以上20名以下 150万円/事業所

21名以上30名以下 200万円/事業所

31名以上 250万円/事業所

・上記以外 30万円/機器1台

「介護テクノロジー利⽤の重点分野」に該当する機器等を導入される際に必要となる以下の経費等についても補助対象ですが、
各機器ごとの上限額に含めてください。
○介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi 環境を整備するために必要な経費（配線工事（Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの
設備工事も含む）、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等）

○介護テクノロジーの利用にともなって導入するPC、タブレット端末（なお、１台あたりの補助額は10万円以内とする。）

（※１）申請時点における常勤換算方法により算出された人数
（※２）訪問介護事業所等の居宅サービス事業所又は居宅介護

支援事業所（介護予防も含む。）であって、令和７年
度中に「ケアプランデータ連携システム」により５事
業所以上とデータ連携を実施する場合は、基準額に５
万円を加算

2.補助金について
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

・介護ソフト＋「⾒守り・コミュニケーション」に該当する機器
・「介護業務⽀援」に該当する複数の機器
・介護記録ソフト＋介護請求ソフト 等

補助対象となる事業：（２）介護テクノロジーのパッケージ型導⼊⽀援

例

対象経費の種類 上限額

機器等の合計経費 1,000万円

【補助額】対象経費の実支出額に対し、４分の３を乗じた額で算出した額と以下表に記載している
上限額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。

＜表＞

【補助対象経費】

「(１）介護テクノロジーの導⼊⽀援」のうち、「介護業務⽀援」に該当するテクノロジー（介護ソフト等）
と、そのテクノロジーと連動することで効果が⾼まると判断できるテクノロジーの導⼊⽀援（Wi-Fi環境整備、
スマホ、タブレットにかかる経費も対象）

2.補助金について



（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援
（２）介護テクノロジーのパッケージ型導⼊⽀援
のどちらかと併せて申請が必要です。

14

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（３） 導入支援と一体的に行う業務改善支援

対象経費の種類 上限額

上記補助対象経費 45万円

＜表＞

【補助額】対象経費の実支出額に対し、４分の３を乗じた額で算出した額と以下表に記載している
上限額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。

【補助対象経費】

①事前評価（課題抽出）

②業務改善に係る助言・指導等

③事後評価
（導入後の定着支援を含む）

※メーカーや販売店等による
機器の操作説明は対象外

介護事業所等が生産性向上に向けた課題解決につなげ、介護テクノロジーの活用を継続的に行えるように
するため、生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者
から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、以下①、②、③に係る支援等を
受けるための費用が補助対象となります。

2.補助金について



４
月

実績報告までにケアプランデータ連携システム利⽤開始すること【居宅介護支援・居宅サービス】

審
査
【
大
阪
府
】
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決
定
【
大
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府
】

事
前
エ
ン
ト
リ
ー
【
法
人
】

抽
選
【
大
阪
府
】

交
付
申
請
書
類
提
出
【
法
人
】

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

購
入
【
法
人
】

実
績
報
告
【
法
人
】

交
付
確
定
及
び
振
り
込
み
【
大
阪
府
】

５月中旬以降 ６月末 ９月頃 １月末まで７月上旬～ ２月20日まで ３月31日まで

【スケジュール】

2.補助金について
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

【ケアプランデータ連携システムについて】

2.補助金について

〈ケアプランデータ連携システムとは、、、〉

居宅介護⽀援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、

オンラインで完結できる仕組みです。

〈ケアプランデータ連携システムを導入するメリット〉

●ケアプランデータの受け渡し方法を標準化、統一化でき、

事務の負担削減につながります。

●やりとりにかかる業務時間を 約 1/3 に抑えられる研究結果があり、

費用削減につながります。

〈ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン〉

2025年6月1日から２０２６年５月31日（予定）の間に利用開始する場合は、

ライセンス料（21,000円/年）が0円！

※２０２５年4月1日から同年5月31日までに利用を開始された方については、

本補助金の対象経費に計上することができます。

居宅介護⽀援・居宅サービスに限り、令和７年度中にケアプランデータ連携システム
の利⽤開始することが補助要件となります。

フリーパスキャンペーン
ケアプランデータ連携システムーヘルプデスクサポートサイト
URL

https://www.careplan-renkei-support.jp/freepass/index.html
https://www.careplan-renkei-support.jp/freepass/index.html
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３.申請される事業所向け（令和７年５月14日時点）
（計算方法や注意点など）



比較して低い方が補助額

①対象経費に補助率¾を乗じた額

(A）×3/4

=60万円×3/4＝45万円
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）移乗支援機器を導入する場合の補助額

②上限額

移乗支援1台あたり100万円

対象経費（※1）

【(A)移乗支援機器導入費】
60万円 × 1台 ＝ 60万円

３.申請される事業所向け



比較して低い方が補助額

①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)+(C)】×3/4

=276万円×3/4＝207万円
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）見守り機器を導入し、併せてWi-Fi環境整備とタブレット等を導入する場合の補助額

②上限額

見守り機器1台あたり30万円
▼（×20台）

600万円

対象経費（※1）

【(A)見守り機器導入費】（主となる機器）
12万円 × 20台 ＝ 240万円

【(B)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
４万円

【(C)端末導入費】（付帯経費）
タブレット 2万円 × 10台
パソコン 12万円 × １台

＝32万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)だけでなく、
付帯経費(B)(C)を合わせて算出

１台あたり（税抜）
13万3333円以上に
なる場合は、補助額が
10万円となります。

３.申請される事業所向け



①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)】×3/4
=1700万円×3/4＝1,275万円
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）見守り機器を導入し、併せてWi-Fi環境整備、インカム（その他機器等）を導入する場合の補助額

②上限額

見守り機器１台あたり30万円（×100台）
3,000万円

対象経費（※1）

【(A)見守り機器導入費】（主となる機器）

12万円×100台＝1,200万円

【(B)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
500万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)だけでなく、
付帯経費(B)(C)を合わせて算出

比較して低い方が補助額

（※２）インカム等の重点分野に該当しない機器等
については、単体のみの補助となり、タブレットなどの導入に伴う
付帯経費は補助の対象外となります。

①対象経費に補助率¾を乗じた額

(C）×3/4 = 100万円×3/4＝75万円

②上限額

その他機器等１台あたり100万円（×50台）
5,000万円

比較して低い方が補助額

対象経費（※２）

【(C) インカム導入費】
２万円×50台＝100万円

補助額
1,350万円

３.申請される事業所向け
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比較して低い方が補助額

①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)+(C)】×3/4

=286万円×3/4＝214万円

21

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）介護ソフトを導入し、併せてWi-Fi環境整備とタブレット等を導入する場合の補助額
（対象の職員数が21名以上30名以下の場合）

②上限額

200万円（21名以上30名以下の上限額）

対象経費（※1）

【(A)介護ソフト導入費】（主となる機器）
250万円

【(B)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
４万円

【(C)端末導入費】（付帯経費）
タブレット 2万円 × 10台
パソコン 12万円 × １台

＝32万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)だけでなく、
付帯経費(B)(C)を合わせて算出

※介護ソフトにおいて、職員数に応じて必要なライセンス
数が変動するなど、職員数により合計金額が変動する契約
以外の場合は、一律で上限額が250万円となります。

１台あたり（税抜）
13万3333円以上に
なる場合は、補助額が
10万円となります。

３.申請される事業所向け



①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)】×3/4
=304万円×3/4＝228万円

22

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）介護ソフトを導入し、併せてWi-Fi環境整備、勤怠管理等のバックオフィスソフト（その他機器等）を導入する場合の補助額
（対象の職員数が21名以上30名以下の場合）

②上限額

200万円（21名以上30名以下の上限額）

対象経費（※1）

【(A)介護ソフト導入費】（主となる機器）

300万円

【(B)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
４万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)だけでなく、
付帯経費(B)(C)を合わせて算出

比較して低い方が補助額

対象経費（※２）

【(C)バックオフィスソフト導入費】 80万円

（※２）バックオフィスソフト等の重点分野に該当しない機器等
については、単体のみの補助となり、タブレットなどの導入に伴う
付帯経費は補助の対象外となります。

①対象経費に補助率¾を乗じた額

(C）×3/4 = 80万円×3/4＝60万円

②上限額

その他機器等１台あたり100万円

比較して低い方が補助額

補助額
260万円

３.申請される事業所向け



大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

補助対象となる事業：（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援

（例）バックオフィスソフト等、その他機器等のみを導入する場合の補助額

対象経費（※）

【(A)バックオフィスソフト導入費】 80万円

（※）バックオフィスソフト等の重点分野に該当しない機器等
については、単体のみの補助となり、Wi-Fi環境整備、PC,タブ
レット情報端末などの導入に伴う付帯経費は補助の対象外となり
ます。

①対象経費に補助率¾を乗じた額

(A）×3/4 = 80万円×3/4＝60万円

②上限額

その他機器等１台あたり100万円

比較して低い方が補助額

×××

３.申請される事業所向け
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比較して低い方が補助額

①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)+(C)+(D)】×3/4

=1500万円×3/4＝1,125万円

24

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

（例）見守り機器と介護ソフトを導入し連動させ、併せてWi-Fi環境整備とタブレット等を導入する場合の補助額

②上限額

パッケージ型導入支援の
上限額1,000万円

対象経費（※1）

【(A)見守り機器導入費】（主となる機器）
12万円 × 50台 ＝ 600万円

【(B)介護ソフト導入費】（主となる機器）
300万円

【(C)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
500万円

【(D)端末導入費】（付帯経費）
タブレット 2万円 × 20台
パソコン 12万円 × 5台

＝100万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)(B)だけで
なく、付帯経費(C)(D)を合わせて算出

１台あたり（税抜）
13万3333円以上に
なる場合は、補助額が
10万円となります。

補助対象となる事業：（２）介護テクノロジーのパッケージ型導⼊⽀援

連
動

３.申請される事業所向け



比較して低い方が補助額

①対象経費に補助率¾を乗じた額

【(A)+(B)+(C)+(D)】×3/4

=1500万円×3/4＝1,125万円

25

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

（例）見守り機器と介護ソフトを導入し連動させ、併せてWi-Fi通信環境整備とタブレット等と移乗介護機器を導入する場合の補助額

②上限額

パッケージ型導入支援の
上限額1,000万円

対象経費（※1）

【(A)見守り機器導入費】（主となる機器）
12万円 × 50台 ＝ 600万円

【(B)介護ソフト導入費】（主となる機器）
300万円

【(C)Wi-Fi環境整備費】（付帯経費）
500万円

【(D)端末導入費】（付帯経費）
タブレット 2万円 × 20台
パソコン 12万円 × 5台

＝100万円

（※1）対象経費は、主となる機器の導入費(A)（B）だけ
でなく、付帯経費(C)(D)を合わせて算出

１台あたり（税抜）
13万3333円以上に
なる場合は、補助額が
10万円となります。

補助対象となる事業：（２）介護テクノロジーのパッケージ型導⼊⽀援

対象経費（※２）

【(E) 移乗支援導入費】
60万円×1台＝60万円

（※２）「重点分野の介護テクノロジー」と連動しない「重点分野
に該当する介護テクノロジー」については、パッケージ型導入支援
の経費計上には含めません。

①対象経費に補助率¾を乗じた額

(E）×3/4 = 60万円×3/4＝45万円

②上限額

移乗支援１台あたり100万円

比較して低い方が補助額

補助額
1,045万円

（１）介護テクノロジーの導⼊⽀援×

連
動

３.申請される事業所向け
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

事前エントリーの総額が予算額を超過した場合は、以下のア・イ・ウ・エの順に抽選を行います。

ア 重点分野に該当する介護テクノロジーを導入していない介護事業所等のうち、重点分野に該当する介護テクノロジーを
導入する介護事業所等

イ 自己負担等、または令和２年度以前に大阪府の補助金交付を受けて重点分野に該当する介護テクノロジーを導入したこと
がある介護事業所等のうち、重点分野に該当する介護テクノロジーを導入する介護事業所等

ウ 重点分野に該当する介護テクノロジーを導入していない介護事業所等及び自己負担等、または令和２年度以前に大阪府の
補助金交付を受けて重点分野に該当する介護テクノロジーを導入したことがある介護事業所等のうち、
その他機器等（重点分野に該当しない機器等）のみを導入する介護事業所等

エ 令和３年度から令和６年度に大阪府の補助金交付を受けて重点分野に該当する介護テクノロジーを導入したことがある
介護事業所等

介護事業所等の選定について

次の１・２に該当する介護事業所等のエントリー分については、以下アからエに優先して選定

１ センターが選定した「働きやすい職場づくり伴走支援プログラム」（全５回の対面研修）を受ける介護事業所等

２ 「はじめてのICT導入・活用セミナー」を受け、重点分野に該当する介護テクノロジーのうち「介護業務支援」に該当する
「介護ソフト」を未導入であり、当該介護ソフトを申請予定である介護事業所等

※令和６年度に「働きやすい職場づくり伴走支援プログラム」を受け、優先して補助金を受けた介護事業所等は除く。

３.申請される事業所向け



●以下サービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会
（名称は問わない。）を設置すること。なお、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
検討するための委員会のポイント・事例集を参考にすること。

・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

●以下サービスについては、令和７年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。
なお、ライセンス料21,000円/年が必要です。フリーパスキャンペーンについては、スライド16を参照してください。

・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与
・居宅療養管理指導・短期入所生活介護・短期入所療養介護・居宅療養管理指導・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）
・認知症対応型共同生活介護（短期利用）・居宅介護支援・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・介護予防福祉用具貸与・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）・介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）
・介護予防短期入所療養介護（介護医療院）・介護予防居宅療養管理指導・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）
・介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）・介護予防支援・訪問型サービス（みなし）・訪問型サービス（独自）
・訪問型サービス（独自／定率）・訪問型サービス（独自／定額）・通所型サービス（みなし）・通所型サービス（独自）
・通所型サービス（独自／定率）・通所型サービス（独自／定額） 27

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

主な注意点（この他にも補助要件等はありますが、詳細は後日HPに掲載する大阪府介護テクノロジー導入支援事業交付要綱
や事前エントリーの手引きを必ずご確認ください。）

（１）補助要件について

３.申請される事業所向け
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大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金

主な注意点（この他にも補助要件等はありますが、詳細は後日HPに掲載する大阪府介護テクノロジー導入支援事業交付要綱
や事前エントリーの手引きを必ずご確認ください。）

（２）事前エントリーについて

（３）補助対象経費について

●事前エントリーにあたっては、事業所の課題に即した機器等を選定し、見積を取ってからエントリーしてください。

事前エントリーの際には見積を添付いただきます。なお、事前エントリーの額から増額して交付申請することはできません。）
●申請は法人毎に申請する事業所を取りまとめて申請をしてください。
なお、昨年度介護ロボット導入支援事業については、法人毎の申請事業所数に制限がありましたが、
令和７年度介護テクノロジー導入支援事業については、法人毎の申請事業所数に制限はありません。

●補助対象経費は令和７年４月１日から令和８年３年３１日までの間の経費（消費税及び地方消費税を除く。）としますが、

購入、リース等の契約日、支払日及び導入日は令和８年１月３１日（土）までとしてください。
なお、支払いが月額払いの場合は、当該年度分の支払いが補助対象、年払いの場合は、契約日から起算して１年間の支払い
が補助対象です。（交付申請日以前の経費も対象です。）なお、介護ソフトにおける複数年パックの使用権の契約等につい
ては、令和８年１月３１日（土）までに支払う場合は複数年分が補助対象となります。

●配送料は補助対象外です。
●導入するPC及びタブレット情報端末、インカムについては、原則利用する職員数または、契約するライセンス数が上限
となります。（予備分は補助対象外）

●介護テクノロジーに係る導入台数は、床数が上限となります。（予備分は補助対象外）
●以下の例のような申請については補助対象外です。
・訪問介護事業所が特定施設入居者生活介護の指定がない施設に見守り機器を設置する申請

●ナースコール機能を備えた（ナースコール一体型）見守り機器については、補助対象となります。
●カメラ型の見守り機器については、原則モザイク処理等プライバシーに配慮できるものとし、
利用者またはご家族に同意書をとるなどの運用をしてください。

●クレジットカードでの購入は原則禁止です。（通販での購入も原則請求書払いとしてください。）
●家電量販店等での購入によりポイントが発生する場合は、ポイント分は補助対象外となるため、見積上であらかじめ発生
するポイントを差し引いて経費の計上をしてください。

３.申請される事業所向け



29

ご清聴ありがとうございました。

大阪府の現状と介護テクノロジー導入支援事業補助金


